
平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

﹇
批
准
又
は
加
入
﹈

に
規
定
す
る
機
関
の
加
盟
国
又
は
政
府
間
機
関
は
、
次
の
も
の
を
寄
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
改
正
協
定
に
署
名
し
て
い
る
場
合
に
は
、
批
准
書

こ
の
改
正
協
定
に
署
名
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
加
入
書

﹇
寄
託
が
有
効
と
な
る
日
﹈

⒜

⒝
か
ら
⒟
ま
で
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
批
准
書
又
は
加
入
書
（
こ
の

に
お
い
て「
文
書
」

と
総
称
す
る
。）の
寄
託
が
有
効
と
な
る
日
は
、
文
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
と
す
る
。

⒝

政
府
間
機
関
の
構
成
国
で
あ
っ
て
、
当
該
政
府
間
機
関
が
維
持
す
る
官
庁
を
通
じ
て
の
み
意
匠
の
保
護
を
付
与

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
文
書
の
寄
託
が
有
効
と
な
る
日
は
、
当
該
政
府
間
機
関
の
文
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
が

当
該
国
の
文
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
よ
り
も
遅
い
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
政
府
間
機
関
の
文
書
が
寄
託
さ
れ
た

日
と
す
る
。

⒞

第
十
九
条
に
規
定
す
る
通
告
を
含
み
、
又
は
伴
う
文
書
の
寄
託
が
有
効
と
な
る
日
は
、
当
該
通
告
を
行
っ
た
国

の
集
団
に
属
す
る
国
の
最
後
の
文
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
と
す
る
。

⒟

い
ず
れ
の
国
も
、こ
の
改
正
協
定
の
締
約
国
と
な
る
資
格
を
有
す
る
他
の
一
の
国
若
し
く
は
一
の
政
府
間
機
関
、

他
の
二
の
国
又
は
他
の
一
の
国
及
び
一
の
政
府
間
機
関
の
文
書
も
寄
託
さ
れ
る
こ
と
を
自
国
が
文
書
を
寄
託
し
た

と
み
な
さ
れ
る
条
件
と
す
る
旨
の
宣
言
を
文
書
に
含
め
、
又
は
伴
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
他
の
国
又
は
政
府
間
機
関
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
称
を
明
示
す
る
。
当
該
宣
言
を
含
み
、
又
は
伴
う
文

書
は
、
当
該
宣
言
に
明
示
す
る
条
件
が
満
た
さ
れ
た
日
に
寄
託
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
文

書
は
、
当
該
宣
言
に
明
示
す
る
文
書
が
そ
れ
自
体
同
種
の
宣
言
を
含
み
、
又
は
伴
う
場
合
に
は
、
当
該
同
種
の
宣

言
に
明
示
す
る
条
件
が
満
た
さ
れ
た
日
に
寄
託
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

⒠

⒟
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
宣
言
は
、
い
つ
で
も
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
撤
回
は
、
事
務
局
長
が
当
該
撤
回
の
通
告
を
受
領
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

第
二
十
八
条

批
准
及
び
加
入
の
効
力
発
生
の
日

﹇
考
慮
さ
れ
る
べ
き
文
書
﹈

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
前
条

に
規
定
す
る
機
関
の
加
盟
国
又
は
政
府
間
機
関
に
よ
っ
て
寄
託
さ
れ
、か
つ
、

同
条

の
規
定
に
従
っ
て
そ
の
寄
託
が
有
効
と
な
っ
た
批
准
書
又
は
加
入
書
の
み
が
考
慮
さ
れ
る
。

﹇
こ
の
改
正
協
定
の
効
力
発
生
﹈

こ
の
改
正
協
定
は
、
六
の
国
が
批
准
書
又
は
加
入
書
を
寄
託
し
た
後
三
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
国
際

事
務
局
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
最
新
の
年
次
統
計
に
お
い
て
、
当
該
六
の
国
の
う
ち
少
な
く
と
も
三
の
国
の
そ
れ
ぞ

れ
が
少
な
く
と
も
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

意
匠
の
保
護
を
求
め
る
出
願
が
当
該
国
に
お
い
て
及
び
当
該
国
に
つ
い
て
三
千
以
上
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

意
匠
の
保
護
を
求
め
る
出
願
が
当
該
国
に
お
い
て
及
び
当
該
国
に
つ
い
て
、
当
該
国
以
外
の
国
の
居
住
者
に

よ
り
千
以
上
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

﹇
批
准
及
び
加
入
の
効
力
発
生
﹈

⒜

こ
の
改
正
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
三
箇
月
前
ま
で
に
批
准
書
又
は
加
入
書
を
寄
託
し
た
国
又
は
政
府
間
機
関

は
、
こ
の
改
正
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
こ
の
改
正
協
定
に
拘
束
さ
れ
る
。

⒝

そ
の
他
の
国
又
は
政
府
間
機
関
は
、
批
准
書
若
し
く
は
加
入
書
を
寄
託
し
た
日
の
後
三
箇
月
で
、
又
は
こ
れ
ら

の
文
書
に
明
示
さ
れ
た
そ
れ
以
降
の
日
に
、
こ
の
改
正
協
定
に
拘
束
さ
れ
る
。

第
二
十
四
条

規
則

﹇
対
象
事
項
﹈

規
則
は
、
こ
の
改
正
協
定
の
実
施
に
関
す
る
細
目
に
つ
い
て
規
律
す
る
。
規
則
は
、
特
に
次
の
事
項
に
関
す
る
規

定
を
含
む
。

こ
の
改
正
協
定
に
お
い
て
所
定
の
事
項
で
あ
る
こ
と
が
明
示
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項

こ
の
改
正
協
定
の
規
定
に
関
す
る
更
な
る
細
目
又
は
こ
の
改
正
協
定
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
有
用
な
細

目
事
務
的
な
要
件
、
事
項
又
は
手
続

﹇
規
則
の
特
定
の
規
定
の
修
正
﹈

⒜

規
則
は
、
そ
の
特
定
の
規
定
に
つ
い
て
全
会
一
致
に
よ
っ
て
の
み
又
は
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
に

よ
っ
て
の
み
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒝

規
則
の
修
正
に
つ
い
て
、
全
会
一
致
又
は
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
の
要
件
を
将
来
に
お
い
て
も
は

や
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
全
会
一
致
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

⒞

規
則
の
修
正
に
つ
い
て
、
全
会
一
致
又
は
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
の
要
件
を
将
来
に
お
い
て
適
用

す
る
た
め
に
は
、
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。

﹇
こ
の
改
正
協
定
と
規
則
と
の
抵
触
﹈

こ
の
改
正
協
定
の
規
定
と
規
則
の
規
定
と
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
改
正
協
定
の
規
定
が
優
先
す
る
。

第
三
章

改
正
及
び
修
正

第
二
十
五
条

こ
の
改
正
協
定
の
改
正

﹇
改
正
会
議
﹈

こ
の
改
正
協
定
は
、
締
約
国
の
会
議
に
よ
っ
て
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
特
定
の
規
定
の
改
正
又
は
修
正
﹈

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
次
条
の
規
定
は
、
改
正
会
議
に
よ
り
又
は
次
条
の
規
定
に
従
っ
て
総
会

に
よ
り
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
六
条

総
会
に
よ
る
特
定
の
規
定
の
修
正

﹇
修
正
の
提
案
﹈

⒜

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
こ
の
条
の
規
定
の
総
会
に
よ
る
修
正
の
提
案
は
、
締
約
国
又
は
事
務

局
長
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

⒝

⒜
に
規
定
す
る
提
案
は
、
総
会
に
よ
る
審
議
の
遅
く
と
も
六
箇
月
前
ま
で
に
、
事
務
局
長
が
締
約
国
に
送
付
す

る
。

﹇
多
数
に
よ
る
議
決
﹈

に
規
定
す
る
条
の
規
定
の
修
正
の
採
択
は
、
四
分
の
三
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
十
一
条
又
は
こ
の

の
規
定
の
修
正
の
採
択
は
、
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。

﹇
効
力
発
生
﹈

⒜

に
規
定
す
る
条
の
規
定
の
修
正
は
、
⒝
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
修
正
が
採
択
さ
れ

た
時
に
総
会
の
構
成
国
で
あ
っ
て
当
該
修
正
に
つ
い
て
の
投
票
権
を
有
し
て
い
た
締
約
国
の
四
分
の
三
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
憲
法
上
の
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
受
諾
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
通
告
を
事
務
局
長
が
受
領
し
た
後

一
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。

⒝

第
二
十
一
条

若
し
く
は

又
は
こ
の
⒝
の
規
定
の
修
正
は
、
総
会
に
よ
る
採
択
の
後
六
箇
月
以
内
に
い
ず
れ

か
の
締
約
国
が
当
該
修
正
を
受
諾
し
な
い
旨
を
事
務
局
長
に
通
告
し
た
場
合
に
は
、
効
力
を
生
じ
な
い
。

⒞

こ
の

の
規
定
に
従
っ
て
効
力
を
生
ず
る
修
正
は
、
当
該
修
正
が
効
力
を
生
ず
る
時
に
締
約
国
で
あ
り
、
又
は

そ
の
後
に
締
約
国
と
な
る
全
て
の
国
及
び
政
府
間
機
関
を
拘
束
す
る
。

第
四
章

最
終
規
定

第
二
十
七
条

こ
の
改
正
協
定
の
当
事
者
と
な
る
た
め
の
手
続

﹇
資
格
﹈

及
び

並
び
に
次
条
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
次
の
も
の
は
、
こ
の
改
正
協
定
に
署
名
す
る
こ
と

及
び
こ
の
改
正
協
定
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

機
関
の
加
盟
国

政
府
間
機
関
で
あ
っ
て
、
そ
の
設
立
条
約
が
適
用
さ
れ
る
領
域
に
お
い
て
効
果
を
有
す
る
意
匠
の
保
護
を
付

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
官
庁
を
維
持
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
当
該
政
府
間
機
関
の
構
成
国
の
う
ち
少
な
く
と
も

一
の
国
が
機
関
の
加
盟
国
で
あ
り
、
及
び
当
該
加
盟
国
の
官
庁
が
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
通
告
の
対
象
で

な
い
場
合
に
限
る
。

第
二
十
九
条

留
保
の
禁
止

こ
の
改
正
協
定
に
対
す
る
い
か
な
る
留
保
も
、
認
め
ら
れ
な
い
。

第
三
十
条

締
約
国
が
行
う
宣
言

﹇
宣
言
が
行
わ
れ
る
時
﹈

第
四
条

⒝
、
第
五
条

⒜
、
第
七
条

、
第
十
一
条

、
第
十
三
条

、
第
十
四
条

、
第
十
六
条

又
は
第

十
七
条

⒞
の
規
定
に
基
づ
く
宣
言
は
、
次
の
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条

に
規
定
す
る
文
書
の
寄
託
の
時
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
宣
言
は
、
当
該
宣
言
を
行
っ
た
国

又
は
政
府
間
機
関
が
こ
の
改
正
協
定
に
拘
束
さ
れ
る
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

第
二
十
七
条

に
規
定
す
る
文
書
の
寄
託
の
後
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
宣
言
は
、
事
務
局
長
が
当
該
文
書

を
受
領
し
た
日
の
後
三
箇
月
で
、
又
は
当
該
宣
言
に
お
い
て
明
示
さ
れ
た
そ
れ
以
降
の
日
に
、効
力
を
生
ず
る
。

も
っ
と
も
、そ
の
効
力
が
生
ず
る
日
以
降
の
日
を
国
際
登
録
の
日
と
す
る
国
際
登
録
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。
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